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条

例

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
三
号

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例

(

目
的)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
旅
館
、
公
衆
浴
場
、
医
療
施
設
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
の
入
浴
施
設
に
つ
い
て
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
を

予
防
し
、
も
っ
て
県
民
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

旅
館

旅
館
業
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
の
施
設
を
い
う
。

二

公
衆
浴
場

公
衆
浴
場
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号)

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
浴
場
業
の
施
設
を
い
う
。

三

医
療
施
設

医
療
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号)

第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。

四

社
会
福
祉
施
設
等

次
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。
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イ

地
域
保
健
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号)

第
十
八
条
に
規
定
す
る
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー

ロ

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
六
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
児
童
短
期
入
所
事
業

又
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
事
業
所
並
び
に
同
法
第
七
条
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
及
び
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
児
童
相
談
所

ハ

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
四
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
又
は
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る

身
体
障
害
者
短
期
入
所
事
業
を
行
う
事
業
所
及
び
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

ニ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
及
び
同

法
第
五
十
条
の
三
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
短
期
入
所
事
業
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所

ホ

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
施
設

ヘ

売
春
防
止
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号)
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
所
及
び
同
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設

ト

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)
第
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者

短
期
入
所
事
業
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
及
び
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設

チ

老
人
福
祉
法

(

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号)

第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
事
業

又
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
並
び
に
同
法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設
及
び
同
法
第
二
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム

リ

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
施
設

ヌ

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
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ル

そ
の
他
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
類
す
る
施
設
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

五

入
浴
施
設

旅
館
、
公
衆
浴
場
、
医
療
施
設
又
は
社
会
福
祉
施
設
等
の
利
用
者
を
入
浴
さ
せ
る
施
設

(

浴
槽
を
有
し
な
い
施
設
、
旅
館
の
客
室
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
施
設

そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
施
設
で
利
用
す
る
都
度
、
浴
槽
水

(

浴
槽
内
の
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
換
水
し
、
及
び
浴
槽
を
清
掃
し
、
か
つ
、
適
宜
浴
槽
を
消
毒
す
る

も
の
そ
の
他
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
上
支
障
が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
施
設
を
除
く
。)

を
い
う
。

(

遵
守
事
項)

第
三
条

旅
館
業
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
者
、
公
衆
浴
場
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
者
、
医
療
施
設
の
開
設
者
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
置

者
は
、
そ
の
入
浴
施
設
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
水

(

浴
槽
水
を
再
利
用
せ
ず
に
浴
槽
又
は
給
水
栓

(

こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

に
直
接
供
給
さ
れ
る
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

は
、
規
則
で
定

め
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
に
係
る
水
質
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

貯
湯
槽

(

原
水
を
貯
留
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

貯
湯
槽
内
の
水
の
温
度
を
六
十
度
以
上
に
保
つ
こ
と
。

ロ

貯
湯
槽
内
の
水
を
消
毒
す
る
こ
と
。

ハ

貯
湯
槽
内
の
清
掃
及
び
消
毒
を
適
宜
行
う
こ
と
。

三

浴
槽
水
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
循
環
式
浴
槽

(
浴
槽
水
を
ろ
過
器
を
通
し
て
循
環
さ
せ
る
構
造
の
浴
槽
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

以
外
の
浴
槽
で
あ
っ
て
、
常
時
�
い
つ

水
す
る
状
態
で
使
用
し
、
か
つ
、
毎
日
消
毒
す
る
も
の
に
係
る
浴
槽
水
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

浴
槽
水
中
の
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
に
な
る
よ
う
塩
素
系
薬
剤
に
よ
る
消
毒
を
行
い
、
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
を
適
宜
測

定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
浴
槽
水
が
循
環
式
浴
槽
に
係
る
浴
槽
水
で
あ
る
と
き
は
、
塩
素
系
薬
剤
を
ろ
過
器
の
直
前
に
注
入
し
、
又
は
投
入
す
る
こ
と
。
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ロ

オ
ゾ
ン
殺
菌
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
消
毒
を
行
う
こ
と
。

四

浴
槽
水
は
、
一
日
に
一
回
以
上

(

循
環
式
浴
槽
に
係
る
浴
槽
水
に
あ
っ
て
は
、
一
週
間
に
一
回
以
上)

換
水
す
る
こ
と
。

五

浴
槽

(

次
号
に
規
定
す
る
ろ
過
器
及
び
配
管
を
除
く
。)

は
、
一
日
に
一
回
以
上

(

循
環
式
浴
槽
に
あ
っ
て
は
、
一
週
間
に
一
回
以
上)

清
掃
し
、
適
宜
消
毒
を
行
う
こ

と
。

六

循
環
式
浴
槽
に
係
る
ろ
過
器
及
び
浴
槽
水
を
循
環
さ
せ
る
た
め
の
配
管
は
、
一
週
間
に
一
回
以
上
高
濃
度
の
塩
素
そ
の
他
の
適
当
な
薬
剤
を
含
む
水
に
よ
り
十
分
に
洗
浄

す
る
こ
と
。

七

浴
槽
水
は
、
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
頻
度
で
レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
に
係
る
水
質

検
査
を
行
う
こ
と
。

イ

浴
槽
水
を
塩
素
系
薬
剤
に
よ
り
消
毒
し
、
毎
日
換
水
し
て
い
る
場
合

一
年
に
一
回
以
上

ロ

浴
槽
水
を
塩
素
系
薬
剤
に
よ
り
消
毒
し
、
毎
日
換
水
し
て
い
な
い
場
合

半
年
に
一
回
以
上

(

気
泡
発
生
装
置
等
微
小
な
水
粒
を
発
生
さ
せ
る
装
置
を
浴
槽
に
設
置
し

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
月
に
一
回
以
上)

ハ

浴
槽
水
を
塩
素
系
薬
剤
に
よ
り
消
毒
し
て
い
な
い
場
合

三
月
に
一
回
以
上

八

浴
槽
水
を
浴
室

(

浴
槽
を
除
く
。)

に
備
え
付
け
ら
れ
た
給
水
栓
に
供
給
し
て
い
る
場
合
は
、
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
三
月
に
一
回
以
上
当
該
給
水
栓
か
ら
供
給

さ
れ
る
水
の
レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
に
係
る
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
。

九

前
二
号
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
に
よ
り
、
第
一
号
に
規
定
す
る
水
質
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

十

貯
湯
槽
及
び
配
管
は
、
一
年
に
一
回
以
上
生
物
膜
の
有
無
を
点
検
し
、
生
物
膜
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

十
一

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
置
等
の
状
況
を
記
録
し
、
そ
の
記
録
を
三
年
間
保
管
す
る
こ
と
。
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第
四
条

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
旅
館
業
法
第
四
条
第
二
項
及
び
公
衆
浴
場
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
措
置
の
基
準
と
す
る
。

(

立
入
調
査
等)

第
五
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
医
療
施
設
の
開
設
者
若
し
く
は
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
置
者
に
対
し
、
そ
の
入
浴
施
設
に
お
け
る
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
措
置
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
医
療
施
設
若
し
く
は
社
会
福
祉
施
設
等
に
立
ち
入
り
、
同
条
の
規

定
に
よ
り
遵
守
す
べ
き
事
項
の
状
況
を
調
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

勧
告
及
び
命
令)

第
六
条

知
事
は
、
医
療
施
設
の
開
設
者
又
は
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
置
者
が
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
開
設
者
又
は
設
置
者
に
対
し
、
書
面

に
よ
り
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
入
浴
施
設
の
全
部
又
は
一
部
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

公
表)

第
七
条

知
事
は
、
医
療
施
設
の
開
設
者
又
は
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
置
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を

し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁

� ��



を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。

二

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
公
表
に
係
る
者
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
、
又
は
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

施
行
事
項)

第
八
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正)

２

青
森
県
旅
館
業
法
施
行
条
例

(

昭
和
四
十
五
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中

｢

基
準
は｣

の
下
に

｢

、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か｣
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中

｢

浴
室｣

の
下
に

｢
(

浴
槽
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
条
第
七
号
中

｢

及
び
湯｣

を
削
る
。

(

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正)

３

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

営
む
者
は｣

の
下
に｢

、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か｣

を
加
え
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、

第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中

｢

浴
室｣

の
下
に

｢
(

浴
槽
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
号
か
ら
同
項
第
十
五
号
ま
で
を
一
号

� ��



ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項
第
十
四
号｣

を

｢

前
項
第
十
三
号｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中

｢

基
準
は｣

の
下
に

｢

、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か｣

を
加
え
る
。

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
四
号

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
青
森
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
第
二
青
森
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
中

｢

第
二
十
四
条
第
二
項｣

を

｢

第
二
十
六
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
五
号

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
八
十
二
号
を
第
八
十
四
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
八
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
八

市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
委
員

十
九

市
町
村
合
併
調
整
委
員

第
五
条
中

｢

第
八
十
一
号｣

を

｢

第
八
十
三
号｣

に
改
め
る
。
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第
十
一
条
中

｢

第
一
条
第
八
十
二
号｣

を

｢

第
一
条
第
八
十
四
号｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(

特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
八
十
二
号
を
第
八
十
四
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
八
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
八

市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
委
員

十
九

市
町
村
合
併
調
整
委
員

第
三
条
第
一
項
中

｢

第
八
十
一
号｣

を

｢

第
八
十
三
号｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

第
一
条
第
八
十
二
号｣

を

｢

第
一
条
第
八
十
四
号｣

に
改
め
る
。

｢

自

治

紛

争

処

理

委

員

別
表
第
三
中

｢

自
治
紛
争
処
理
委
員｣

を

市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
委
員

に
改
め
る
。

市
町
村
合
併
調
整
委
員｣

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
六
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
三
条
中

｢

第
九
条｣

を

｢

第
八
条
の
十
三｣

に
改
め
る
。

第
百
五
十
五
条
第
二
項
中

｢

、
第
十
二
条

(

自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
他
の
道
府
県
か
ら
県
内
に
変
更
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

｣

を
削
り
、
同
条
第
三

項
中

｢

、
第
十
二
条｣

を
削
る
。

附
則
第
三
条
の
三
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

平
成
十
八
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
所
得
割
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
七
年
一
月

一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
六
十
五
歳
以
上
で
あ
つ
た
も
の
の
所
得
割

(

第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。)

に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
中
所
得
割
に
関
す
る
部
分

(

第
四
十
条
の
二
を
除
く
。)

を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
所
得
割
の
額
か
ら
、
当
該
額
の
三
分
の
二
に

相
当
す
る
額
を
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
四
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

｢

第
三
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で｣

と
あ
る
の
は
、

｢

附
則
第
三
条
の

三
第
三
項｣

と
す
る
。

４

平
成
十
九
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
所
得
割
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
七
年
一
月
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一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
六
十
五
歳
以
上
で
あ
つ
た
も
の
の
所
得
割

(

第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。)

に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
中
所
得
割
に
関
す
る
部
分

(

第
四
十
条
の
二
を
除
く
。)

を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
所
得
割
の
額
か
ら
、
当
該
額
の
三
分
の
一
に

相
当
す
る
額
を
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
四
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

｢

第
三
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で｣

と
あ
る
の
は
、

｢

附
則
第
三
条
の

三
第
四
項｣
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
三
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

平
成
十
八
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
に
限
り
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
六

十
五
歳
以
上
で
あ
つ
た
者

(

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。)

に
係
る
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

｢

千
円｣

と
あ
る
の
は
、

｢

三
百

円｣

と
す
る
。

３

平
成
十
九
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
均
等
割
に
限
り
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
六

十
五
歳
以
上
で
あ
つ
た
者

(

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。)

に
係
る
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

｢

千
円｣

と
あ
る
の
は
、

｢

六
百

円｣

と
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中

｢

第
三
十
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
六
条｣

に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で｣

に
改

め
る
。

附
則
第
七
条
の
二
の
二
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で｣

に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
第
一
項
中

｢

第
三
十
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
六
条｣

に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中

｢

第
三
十
七
条
の
十
第
三
項｣

を

｢

第
三
十
七
条
の
十
第
二
項｣

に
、

｢

本
項
及
び
次
項
に｣

を

｢

こ
の
項
に｣

に
、

｢

第
二
条
第
十
七
項｣

を
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｢

第
二
条
第
二
十
項｣

に
、

｢

本
項
及
び
次
項
並
び
に
次
条
第
一
項｣

を

｢

こ
の
項
、
次
条
及
び
附
則
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項｣

に
、

｢

第
三
項
及
び
第
四
項｣

を

｢

次
項
及

び
第
三
項｣

に
改
め
、｢

及
び
第
二
項｣

を
削
り
、｢

本
項
、
次
項
及
び
第
六
項
並
び
に
次
条
第
一
項｣

を｢

こ
の
項
及
び
第
五
項
並
び
に
附
則
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項｣

に
、

｢

第
七
項
第
一
号｣

を

｢

第
六
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
三
十
七
条
の
十
第
四
項
各
号｣

を

｢

第
三
十
七
条
の
十
第
三
項
各
号｣

に
、

｢

、
第
一
項｣
を

｢

、
前
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

｢

第
三
十
七
条
の
十
第
五
項｣

を

｢

第
三
十
七
条
の
十
第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

｢

第
三
項｣

を

｢

第
二
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
第
二
号
中

｢

附
則
第
三
十

五
条
の
二
第
七
項｣

を

｢

附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中

｢

附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
十
項｣

を

｢

附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
九
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
七
を
附
則
第
八
条
の
二
の
八
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
六
第
二
項
中

｢

附
則
第
八
条
の
二
の
六
第
一
項｣

を

｢

附
則
第
八
条
の
二
の
七
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
八
条
の
二
の
七
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
五
を
附
則
第
八
条
の
二
の
六
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
四
第
三
項
中

｢

第
六
項
ま
で
並
び
に
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を

｢

第
五
項
ま
で
及
び
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項｣

に
、

｢

及
び
第
八
条

の
二
の
二
第
一
項｣

を

｢

及
び
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項｣

に
、

｢

附
則
第
八
条
の
二
の
四
第
二
項｣

を

｢

附
則
第
八
条
の
二
の
五
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、

同
条
を
附
則
第
八
条
の
二
の
五
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
三
第
二
項
中

｢

第
六
項
ま
で
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣
を

｢
第
五
項
ま
で
及
び
前
条
第
一
項｣

に
、

｢

附
則
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項｣

を

｢

附
則
第
八
条
の
二
の
四
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
八
条
の
二
の
四
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
中

｢

本
項
に｣

を

｢

こ
の
項
に｣

に
、

｢

附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項｣
を

｢
附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項｣

に
、

｢

前
条
第
一
項
前
段｣

を

｢

附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
前
段｣

に
、

｢

附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で｣

を

｢

附
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で｣

に
、

｢

本
項
及
び
次
項｣
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を

｢

こ
の
項｣

に
、

｢

第
三
項｣

を

｢

次
項｣

に
、

｢

同
条
第
七
項
第
一
号｣

を

｢

同
条
第
六
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
一
項
の
規
定

の｣

を｢

前
項
の
規
定
の｣

に
、｢

前
条
第
七
項｣

を｢

附
則
第
八
条
の
二
第
六
項｣

に
、｢

附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項｣

を｢

附
則
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
を
附
則
第
八
条
の
二
の
三
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

特
定
管
理
株
式
が
価
値
を
失
つ
た
場
合
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例)

第
八
条
の
二
の
二

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
管
理
株
式

(

以
下
こ
の
条

に
お
い
て

｢

特
定
管
理
株
式｣

と
い
う
。)

が
株
式
と
し
て
の
価
値
を
失
つ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
場
合
と
し
て
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
と
き

は
、
当
該
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
は
当
該
特
定
管
理
株
式
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
と
、
当
該
損
失
の
金
額
と
し
て
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
金
額
は
当
該
特

定
管
理
株
式
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
そ
の
他
の
県
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

附
則
第
十
一
条
第
四
項
中

｢

政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
六
第
七
項｣

を

｢

バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
そ
の
他
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項｣

に
、

｢

平

成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
、

｢

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
そ
れ
ぞ
れ｣

を

｢

百
分
の
一
を｣

に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

附
則
第
十
六
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
十
五｣

を

｢

百
分
の
七
・
五｣

に
、

｢

四
万
円｣
を

｢

二
万
円｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
一
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
五
項
の
規
定
は
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
百

五
十
五
条
並
び
に
附
則
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
項
の
規
定
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例

(

次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
八
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
同
条
に
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規
定
す
る
事
実
が
発
生
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
条
例
附
則
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の

県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

改
正
後
の
条
例
第
百
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
七
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
附
則
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
行
っ
た
改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
附
則
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
七
月
六
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
六
十
七
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
及
び
青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ハ｣
を

｢
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
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の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項

第
十
五
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ｣

に
改
め
る
。

(
青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中

｢
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ハ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三

第
四
項
第
十
四
号
ハ｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ニ
及
び
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第

十
五
号
ニ
及
び
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
号
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ハ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第

四
項
第
十
四
号
ハ｣

に
改
め
、
同
表
第
二
号
中

｢
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ニ
若
し
く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項

第
十
五
号
ニ
若
し
く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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